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指導係

佐 賀 県 警 察 本 部 長

届出人に対する書面交付の本実施について

被害の届出人に対する書面の交付については、平成24年９月24日付け佐本刑企発第18

4号ほか「迅速・確実な被害の届出の受理について」及び平成24年10月12日付け事務連

絡「「迅速・確実な被害の届出の受理」（通達）の実施要領について」により、試行して

いるところであるが、本制度を本実施することとしたので適切な運用に努められたい。

記

１ 本実施日

平成25年４月１日

２ 書面交付対象事件

被害の届出を受理した事件のうち、平成19年3月28日付け佐本刑企発第56号「佐賀

県警察被害者連絡実施要領」に定める連絡対象事件を除いたものを対象とする。

３ 実施方法

被害の届出を受理した際に、届出人に対し本書面交付制度について説明し、交付を

希望した者に対して、届出の日時、担当部署、問い合わせ先等を記載した別添「連絡

メモ」を交付することとする。

４ 留意事項

(1) 連絡メモは、あくまでも届出人の便宜を図るために交付するものであり、警察証

明の類の書面ではないので、誤解を受けることのないよう配意すること。

(2) 連絡メモは、希望した者に対して交付するものであって、交付件数や交付率を問

うものではない。また、届出人の希望の有無にかかわらず、全ての届出人に対し交

付することは、業務負担の観点から本制度の目的とするところではない。

(3) 連絡メモの交付の如何にかかわらず、届出人に対しては

継続



○ 事案や現場の状況に応じた再被害防止上の防犯ポイント

○ 情報提供の協力依頼

○ 被害届を受理した後の捜査の流れ

等、必要に応じた助言や説明の措置を講じること。

【継続措置状況】

初回発出日：平成25年３月28日

（有効期限：平成36年３月31日）



①

連 絡 メ モ

届出の日時：平成 年 月 日

（午前・後 時 分）

本件について、警察に問合せをする場合は、

警察署 課 係

（電話番号 － － 内線 ）

に御連絡ください。

※１ お問合せの際には、届出の日時、被害にあわれた方のお名前、被害の

日時等をお伝えください。

※２ この書面は、被害届の受理証明ではありません。

②

連 絡 メ モ

届出の日時：平成 年 月 日
（午前・後 時 分）

あなたの被害届を受理したのは、

警察署 課 係 担当者名 です。

本件について、警察に問合せをする場合は、

警察署 課 係

（電話番号 － － 内線 ）

に御連絡ください。

※１ お問合せの際には、届出の日時、被害にあわれた方のお名前、被害の
日時等をお伝えください。

※２ この書面は、被害届の受理証明ではありません。

注１：連絡メモは警察の連絡先等の教示を希望した者に交付するが、その際、担当
係のみの教示を希望する届出人には①を、担当者の教示を希望する届出人に
は②を交付すること。

注２：連絡メモは①・②ごとに適宜の大きさに裁断して交付すること。

別添


